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連合の春季生活闘争は、「闘争方針」の確認
（2022 闘争では 2021 年 12 月 2 日の第 86 回中
央委員会）をもって「闘争体制」を確立し、「ま
とめ」の確認で解除することとなっている。実
際には、闘争方針策定の数カ月前から様々な会
議体で検討を重ねた上で闘争体制に突入してい

るが、第 8 回中央闘争委員会（8 月 25 日）に
おいて「まとめ」が確認され闘争体制も解除さ
れて一区切りついたので、ここで 2022 春季生
活闘争の評価を述べ、今後に向けた課題認識に
も触れたい。

Ⅰ.�2022春季生活闘争の特徴点

2022 闘争のスローガン「未来をつくる。み
んなでつくる。」は、ここ数年のものに比べる
と簡潔で、浸透度も高かったように感じたとこ
ろである。このスローガンが示すとおり、2022
闘争の特徴点は 2 点にまとめることができる。

まず「未来をつくる。」に込めたのは、日本
全体が回復をめざしていくためには、経済・社
会の活力の原動力となる「人への投資」が不可
欠である、ということだった。経済や企業業績
が良くなってきた後で賃上げをするのではな
く、「人への投資」→能力・意欲の向上と所得
増→消費拡大→企業の利益向上→「人への投資」
という好循環を起動させ、今の延長線上にある
未来を変えていかなければならない。
「みんなでつくる。」には、春季生活闘争は連

合に集うすべての組織の共闘である、というこ
とを再確認する意味を込めた。2022 春季生活
闘争では、すべての組合が賃上げに取り組むこ
とで、賃金改善を獲得する組合数の増加をめざ

した。みんなで春季生活闘争に取り組み、その
成果を労働市場全体に波及させなければならな
い。また、労使関係の輪を広げ、健全な集団的
労使関係をベースとする労使交渉にみんなで取
り組む必要があった。

連合の「2022 春季生活闘争方針」確認後、
構成組織や地方連合会もそれぞれの方針を策定
し、各組合はこれらの方針を参考にしつつ、産
業や自社の状況にもとづいて検討を重ね、要求
を提出する。各社の労使交渉段階では、コロナ
禍に加え、エネルギー価格の高騰、ロシアによ
るウクライナ侵攻、円安などの影響による物価
上昇など様々な事態が発生し、交渉にも一部影
響があったが、組合はすべての働く者の生活不
安、将来不安の払拭に向けた要求を行い、経営
側も「人への投資」の重要性については労働組
合と共通の課題であるとして真摯に協議に応じ
た。

2022春季生活闘争を振り返って　　　

特集2

日本労働組合総連合会（連合）　総合政策推進局長　仁平　章



− 13 −

2022 春季生活闘争では、中長期的視点を持
って「人への投資」と月例賃金にこだわり、「働
きの価値に見合った賃金水準」を意識して粘り
強く交渉した。労働組合が社会を動かしていく

「けん引役」として一定の役割を果たすことが
できたと受け止める。

今次闘争では、「未来づくり春闘」を掲げ、
経済の後追いではなく経済・社会の活力の原動
力となる「人への投資」を積極的に求めた。こ
れに対し、経団連は「経営労働政策特別委員会
報告」の中で一定の理解を示し、個別の交渉に
おいても足下および将来の人材の確保・定着が

焦点になるなど、問題意識を共有し認識が深ま
った労使も少なくないと見られる。20 年以上
にわたるデフレ経済から脱却し「働くことを軸
とする安心社会」の実現に向けた足掛かりをつ
くるとともに、集団的労使関係の深化・拡大に
つながる春季生活闘争となった。

状況が厳しい産業では全体として厳しい回答
となっているが、デフレ経済下で傷んだ労働条
件の回復をはかり「人への投資」の必要性など
について労使の認識を深めることができた組合
もある。今次闘争を一つのステップとして、中
期的に賃金引上げをめざす必要がある。

１．要求状況・妥結進捗状況
前述のとおり、2022 春季生活闘争ではすべ

ての組合が賃上げに取り組むことを強く打ち出
していたが、とりわけ賃金改善分獲得組合数を
ひとつのメルクマールとして意識していた。賃
上げの幅はもちろん大切であるが、賃上げを獲
得した組合が多いほど、可処分所得の向上によ
る消費拡大から、企業の活性化によりさらに賃
上げにつながっていく正のスパイラルを発生さ
せる力も大きくなるため、賃金改善を獲得でき
た組合数も重要である。

賃金改善分獲得組合数が直近の闘争で最多で
あったのは 2018 闘争の 2,010 組合であったが、
2022 闘争では 2,021 組合となり、これを超えた。
また妥結済組合に占める賃金改善分獲得組合の
割合は 39.9％で、2014 闘争（40.4％）に次いで
高い数字となった（図１）。

２．平均賃金方式による賃上げ率（加重平均）
平均賃金方式で交渉・妥結した組合の定昇相

当込み賃上げは全体 2.07％、300 人未満の中小
組合 1.96％と、新型コロナウイルス感染拡大前

の水準まで回復した（図２）。産業別にみると、
コロナ禍などの影響は違いがあったと想定され
るが、規模計の定昇相当込み賃上げ額はすべて
の業種で 2021 闘争を上回った。また、平均賃
金方式における回答額の分布でみても全体およ
び 300 人未満ともに、2021 闘争より高い傾向
にあった（図３）。

３．中小企業の賃上げ
定昇相当分は企業規模の差が大きいため定昇

相当込み賃上げ計では全体と 300 人未満の中小
組合の差は拡大したが、賃上げ分のみをみると
中小組合は 1,772 円・0.72％で、率は全体を上
回っており、賃上げ分の集計を開始した 2015
闘争以降で、額および率ともに最も高い（図４）。
この結果は中小の健闘ぶりを示している。

Ⅱ.�2022春季生活闘争の評価

Ⅲ.�2022春季生活闘争における取組結果



− 14 −

図２　2013 闘争以降の第 7 回（最終）回答集計結果の推移

図３　第 7 回（最終）回答集計 平均賃金方式 回答額区分別組合数

図１　要求状況・妥結進捗状況の推移
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図４　平均賃金方式の賃金引き上げ状況

４．有期・短時間・契約等労働者の賃上げ
有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、

加重平均で、時給 23.43 円（同 3.52 円増）・月
給 3,997 円（同 330 円増）である（図５）。引
上げ率は概算でそれぞれ 2.29％・1.85％となり、

時給は一般組合員（平均賃金方式）を上回り、
格差是正に向けて一歩前進した。「働きの価値
に見合った賃金水準」をめざし、引き続き取り
組む必要がある。

図５　有期・短時間・契約等労働者の賃金引き上げ状況
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５． 「すべての労働者の立場にたった働き方」の
改善の取り組み

すべての労働者の立場にたった「働き方」の
改善やジェンダー平等・多様性の推進に向けて
数多くの取り組みがなされているが、とりわ
け、勤務間インターバル制度の導入／向上、均
等・均衡待遇実現、60 歳以降の処遇のあり方
への対応、男性の育児休業取得促進は昨年同時
期を超える要求／回答・妥結件数となっている

（図６）。具体的な回答としては「11 時間の勤
務間インターバル制度を正式導入」「家族手当

（扶養家族手当）について、契約社員にも 1 名
9,000 円を支給（正社員には導入済）」「65 歳以
降も就労を希望する社員については、会社が認
めた場合に限り最大 70 歳までの就業を可とす
る制度を導入する（2022 年 10 月改定）」「非正
規雇用で働く方の育児参加のための休暇（5 日・
有給）の新設」などの前向きな回答を引き出し
た事例もあり、一定の前進がはかられた。引き
続き、「すべての労働者の立場にたった働き方」
の改善に取り組む必要がある。

メディアが賃上げを多く取り上げるのは、従
来は春季生活闘争期間中、それも大手組合が回
答を引き出す 3 月に集中していたが、今年は物
価上昇が続き、働く者の生活が厳しくなってい
く中で、春以降も賃上げが話題に上がることが
多く、社会から注目されている。継続的な賃上
げにより「実質賃金の長期低下傾向を反転させ
る」ことをめざしていく必要がある。

2023 春季生活闘争をとりまく情勢は、国際
情勢やコロナ禍の動向、輸入物価の上昇などに
よって大きく変化している。これらの動向を
踏まえた上で、総合生活改善闘争の位置づけの
もと働く者の生活の維持・向上をはかる闘争を
進めていく。そして、これまでも継続してきて
きた企業規模間、雇用形態間、男女間の格差是

正の取り組みを今後も前進させなければならな
い。そのためにも「サプライチェーン全体で生
み出した付加価値の適正分配」の取り組みを強
化し、中小企業や有期・短時間・契約等で働く
者の賃金を「働きの価値に見合った水準」に引
き上げていく必要がある。

格差是正、国際的に見劣りのする日本の賃金
水準、マクロの生産性と賃金の乖離、実質賃金
の長期低下傾向などの課題を解決するには、労
働条件の根幹である月例賃金にこだわり、情勢
の変化を踏まえた適正な賃上げを継続的に実現
する必要がある。みんなの未来を、みんなでつ
くるべく、2023 春季生活闘争の検討を進めて
いく。

Ⅳ.�今後の課題
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図６　労働条件に関する 2022 春季生活闘争および通年の各種取り組み


